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成
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一
日

毎
週
二
回
発
行
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曜
日
木
曜
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定
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消
費
税
込
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箇
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一
七
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八
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郵
送
料
を
含
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三
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第
二
千
七
百
九
十
二
号

　

平
成
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十
年

五
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
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次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
平
成
三
十
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
決
定	

二
三
九

○
道
路
の
供
用
開
始	

二
三
九

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分	

二
三
九

○
基
本
測
量
の
終
了	

二
三
九

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
四
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十

年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

調
査
を
行
う
者
の
名
称　

甲
府
市
、
富
士
吉
田
市
、
山
梨
市
、
甲
斐
市
、
上
野
原
市
、
甲
州
市
、

市
川
三
郷
町
、
早
川
町
、
身
延
町
及
び
南
部
町

二	　

調
査
地
域　

甲
府
市
羽
黒
町
、
山
宮
町
及
び
塚
原
町
、
富
士
吉
田
市
新
屋
、
山
梨
市
牧
丘
町
西
保

中
、
甲
斐
市
吉
沢
、
上
野
原
市
秋
山
、
甲
州
市
塩
山
牛
奥
、
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
、
南
巨
摩

郡
早
川
町
雨
畑
及
び
小
縄
、
南
巨
摩
郡
身
延
町
常
葉
、
大
城
及
び
八
日
市
場
並
び
に
南
巨
摩
郡
南
部

町
万
沢
の
各
一
部

三　

調
査
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
十
一
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
九
号
大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
字
新
宮
一
九
二

五
番
一
地
先
か
ら

大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
字
中
倉
二
四
六

五
番
三
地
先
ま
で

二
二
・
三
平
成
三
十
年

五
月
二
十
二

日

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

二　

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

1　

商
号　

株
式
会
社
Ｓ.

Ｒ.

Ｔ

　

2　

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地　

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
三
百
八
十
九
番
地
一

　

3　

代
表
者
の
氏
名　

依
田
信
次

三　

処
分
の
内
容　

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

1　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲　

建
設
業
の
営
業
の
全
部

　

2　

期
間　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で
の
二
十
七
日
間

四	　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実　

被
処
分
者
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月

ま
で
の
間
、
「
と
び
・
土
工
工
事
業
」
に
係
る
建
設
業
許
可
を
有
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七

十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
建
設
工
事
の
範
囲
を
超
え
る
と
び
・
土
工
・
コ

ン
ク
リ
ー
ト
工
事
の
二
次
下
請
工
事
を
繰
り
返
し
請
け
負
っ
た
。
ま
た
、
被
処
分
者
は
、
同
年
五
月

以
降
、
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
を
請
け
負
う
目
的
で
、
偽
造
し
た
建
設
業
許
可
通
知
書

の
写
し
を
一
次
下
請
業
者
に
提
示
し
た
。

◉　

基
本
測
量
の
終
了
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山
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府
市
丸
の
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丁
目
六
番
一
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印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
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山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
九
十
二
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

二
四
〇

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
名
情
報
）
（
住
居
表
示
住
所
）
整
備
業
務
）

二　

測
量
の
地
域　

富
士
吉
田
市

三　

測
量
の
期
間　

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

二
四
〇


